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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表番号】特表2019-509871(P2019-509871A)
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   8/14     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   7/00     (2017.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    8/14     　　　　
   Ｇ０６Ｔ    7/00     ３５０Ｂ
   Ｇ０６Ｔ    7/00     ６１２　

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月3日(2020.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドヘルドのプローブの移動中に患者の超音波画像を取得するように構成された前記
ハンドヘルドのプローブを有する超音波撮像装置と、
　取得された前記超音波画像を前記超音波撮像装置から受信するように、そして、前記ハ
ンドヘルドのプローブの移動中に、受信された前記超音波画像が器官についての臨床的に
望ましい見え方を表しているか否かを自動的に判定するように構成された超音波画像認識
モジュールとを含む
　超音波システム。
【請求項２】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が、前記器官についての
前記臨床的に望ましい見え方を表しているか否かを自動的に判定するために、ニューラル
ネットワーク、深層学習、畳み込みニューラルネットワークおよびベイジアンプログラム
学習法のうちの少なくとも１つを実装する
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項３】
　前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方は、胸骨上、肋骨下、短軸傍胸骨、長
軸傍胸骨、心尖部２腔、心尖部３腔、心尖部４腔および心尖部５腔での心臓の見え方の少
なくとも１つを含む
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項４】
　前記超音波撮像装置は、前記器官についての複数の前記臨床的に望ましい見え方のうち
の１つの選択を受信するように動作可能なユーザインタフェースを含んでおり、前記超音
波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が前記器官についての選択された前
記臨床的に望ましい見え方を表しているか否かを判定するように構成されている
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項５】
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　前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が、前記器官についての
複数の前記臨床的に望ましい見え方の少なくとも１つを表しているか否かを自動的に判定
するように動作可能である
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項６】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が前記器官についての前
記臨床的に望ましい見え方を表しているか否かの判定に応答して、前記超音波撮像装置へ
フィードバック信号を供給するようにさらに構成されている
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項７】
　前記フィードバック信号は、直近に受信された超音波画像が前記器官についての前記臨
床的に望ましい見え方を表しているか否かを示す
　請求項６に記載の超音波システム。
【請求項８】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が前記器官についての前
記臨床的に望ましい見え方に連続的に近づいているか、またはそれから遠ざかっているか
を自動的に判定し、前記フィードバック信号は、前記受信された超音波画像が前記器官に
ついての前記臨床的に望ましい見え方に連続的に近づいているか、またはそれから遠ざか
っているかを示す
　請求項６に記載の超音波システム。
【請求項９】
　前記超音波撮像装置は、フィードバック要素を含んでおり、前記超音波撮像装置が、前
記フィードバック信号に基づいて前記超音波撮像装置の使用者へフィードバック効果を提
供するために前記フィードバック要素を作動させるように構成されている
　請求項６に記載の超音波システム。
【請求項１０】
　前記フィードバック要素は、視覚的な、可聴的な、または触覚のフィードバック要素の
うちの少なくとも１つを含む
　請求項９に記載の超音波システム。
【請求項１１】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体をさらに備えており、前記超音波撮像装置は、前
記超音波画像認識モジュールが、前記取得された超音波画像が前記器官についての前記臨
床的に望ましい見え方を表していると判定することに応答して、取得された超音波画像を
、記憶用の前記記憶媒体へ供給するように構成されている
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項１２】
　前記超音波画像認識モジュールは、さらに、前記器官についての前記臨床的に望ましい
見え方を取得するために推奨される前記ハンドヘルドのプローブの動きを判定するように
構成されている
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項１３】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記超音波撮像装置内で動作する
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項１４】
　超音波撮像装置におけるハンドヘルドのプローブによって患者の超音波画像を前記ハン
ドヘルドのプローブの移動中に取得するステップと、
　前記患者について取得された前記超音波画像を超音波画像認識モジュールへ送信するス
テップと、
　前記ハンドヘルドのプローブの移動中に、前記取得された超音波画像が器官についての
臨床的に望ましい見え方を表しているか否かを前記超音波画像認識モジュールによって自
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動的に判定するステップとを含む
　方法。
【請求項１５】
　受信された前記超音波画像が前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方を表して
いるか否かを自動的に判定するステップは、 
　前記受信された超音波画像が前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方を表して
いるか否かを判定するために、ニューラルネットワーク、深層学習、畳み込みニューラル
ネットワーク、およびベイジアンプログラム学習法のうちの少なくとも１つを実装するス
テップを含む
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記受信された超音波画像が前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方を表して
いるか否かを自動的に判定するステップは、
　前記受信された超音波画像が、胸骨上、肋骨下、短軸傍胸骨、長軸傍胸骨、心尖部２腔
、心尖部３腔、心尖部４腔および心尖部５腔での心臓の見え方のうちの少なくとも１つを
表しているか否かを判定するステップを含む
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　複数の前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方の中からの１つの選択を受信す
るステップをさらに含んでおり、前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音
波画像が前記器官についての選択された前記臨床的に望ましい見え方を表しているか否か
を判定するように構成されている
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記受信された超音波画像が前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方を表して
いるか否かを判定することに応答して、フィードバック信号を前記超音波撮像装置へ送信
するステップをさらに含む
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記超音波画像認識モジュールによって、前記受信された超音波画像が前記器官につい
ての前記臨床的に望ましい見え方に連続的に近づいているか、またはそれから遠ざかって
いるかを自動的に判定するステップをさらに含み、前記フィードバック信号は、前記受信
された超音波画像が前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方に連続的に近づいて
いるか、またはそれから遠ざかっているかを示す
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記超音波撮像装置の使用者にフィードバック効果を提供するために、前記フィードバ
ック信号に基づいて、前記超音波撮像装置内のフィードバック要素を作動させるステップ
をさらに含む
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記取得された超音波画像が前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方を表して
いると判定する前記超音波画像認識モジュールに応答して、取得された超音波画像を非一
時的なコンピュータ可読記憶媒体に記憶するステップをさらに含む
　請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記超音波画像認識モジュールによって、前記器官についての前記臨床的に望ましい見
え方を取得するために、前記患者の１つまたは複数の既知の点に対して推奨される前記ハ
ンドヘルドのプローブの動きを判定するステップと、
　前記推奨される動きを示す信号を前記超音波撮像装置へ送信するステップとをさらに含
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む
　請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　１つまたは複数のプロセッサを有するコンピュータ装置上に少なくとも部分的に記憶さ
れた超音波画像認識訓練ネットワークと、ここで前記超音波画像認識訓練ネットワークは
、超音波訓練画像を受信し、受信された前記超音波訓練画像に基づいて超音波画像知識を
成長させるように構成されており、
　ハンドヘルドのプローブの移動中に患者の超音波画像を取得するように構成された前記
ハンドヘルドのプローブを有する超音波撮像装置と、
　前記超音波撮像装置内の超音波画像認識モジュールとを備えており、ここで前記超音波
画像認識モジュールは、
　前記超音波画像知識を受信し、
　取得された前記超音波画像を前記超音波撮像装置から受信し、
　前記ハンドヘルドのプローブの移動中に、前記超音波画像知識に基づいて、受信された
前記超音波画像が器官についての臨床的に望ましい見え方を表しているか否かを判定する
ように構成されている
　超音波データ情報システム。
【請求項２４】
　前記超音波画像認識訓練ネットワークは、前記受信された超音波画像が前記器官につい
ての前記臨床的に望ましい見え方を表しているか否かを判定するために、ニューラルネッ
トワーク、深層学習、畳み込みニューラルネットワーク、およびベイジアンプログラム学
習法のうちの少なくとも１つを実装する
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項２５】
　前記器官についての前記臨床的に望ましい見え方は、胸骨上、肋骨下、短軸傍胸骨、長
軸傍胸骨、心尖部２腔、心尖部３腔、心尖部４腔および心尖部５腔での心臓の見え方のう
ちの少なくとも１つを含む
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項２６】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が前記器官についての複
数の前記臨床的に望ましい見え方のうちの少なくとも１つを表しているか否かを判定する
ように動作可能である
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項２７】
　前記超音波撮像装置は、さらに、前記超音波画像認識訓練ネットワークをさらに訓練し
て、更新された超音波画像知識を成長させるために、前記取得された超音波画像を前記超
音波画像認識訓練ネットワークへ供給するように構成されている
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項２８】
　前記超音波画像認識訓練ネットワークは、超音波訓練画像を受信するように構成されて
おり、前記超音波訓練画像は、初期訓練画像と前記超音波撮像装置によって取得された前
記超音波画像とを含む
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項２９】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記受信された超音波画像が前記器官についての前
記臨床的に望ましい見え方へ連続的に近づいているか、またはそれから遠ざかっているか
を判定するように構成されている
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項３０】
　前記超音波画像認識訓練ネットワークと通信可能に接続されていて、前記超音波画像知
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識を記憶するように構成された超音波画像知識データベースと、
　前記超音波撮像装置と通信可能に接続されていて、前記超音波画像知識の少なくとも一
部を記憶するように構成された局所的な超音波画像知識データベースとをさらに含む
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項３１】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記超音波画像知識に基づいて、前記受信された超
音波画像が正常な機能または特定の病変のどちらを示しているかを判定するようにさらに
構成されている
　請求項２３に記載の超音波データ情報システム。
【請求項３２】
　超音波画像認識訓練ネットワークによって、超音波訓練画像を受信するステップと、
　前記超音波画像認識訓練ネットワークによって、受信された前記超音波訓練画像に基づ
いて超音波画像知識を生成するステップと、
　前記超音波画像知識を、ハンドヘルドのプローブを有する超音波撮像装置へ送信するス
テップとを含み、ここで前記超音波撮像装置は、前記超音波画像認識訓練ネットワークと
は別個であって、それから離れて位置しており、
　さらに、前記超音波撮像装置により、患者の超音波画像を、前記ハンドヘルドのプロー
ブの移動中に取得するステップと、
　前記ハンドヘルドのプローブの移動中に、前記超音波画像知識に基づいて、前記取得さ
れた超音波画像が、構造についての臨床的に望ましい見え方を表しているかどうかを、自
動的に判定するステップとを含んでいる
　方法。
【請求項３３】
　前記超音波画像認識訓練ネットワークをさらに訓練し、更新された超音波画像知識を生
成するために、前記患者について前記取得された超音波画像を前記超音波画像認識訓練ネ
ットワークへ送信するステップをさらに含む
　請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記受信された超音波画像が前記構造についての臨床的に望ましい見え方を表している
か否かを判定するステップは、
　受信された前記超音波画像が前記構造についての前記臨床的に望ましい見え方を表して
いるか否かを判定するために、ニューラルネットワーク、深層学習、畳み込みニューラル
ネットワーク、およびベイジアンプログラム学習法のうちの少なくとも１つを実装するス
テップを含む
　請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記受信された超音波画像が前記構造についての臨床的に望ましい見え方を表している
か否かを判断するステップは、
　前記受信された超音波画像が、胸骨上、肋骨下、短軸傍胸骨、長軸傍胸骨、心尖部２腔
、心尖部３腔、心尖部４腔および心尖部５腔での心臓の見え方のうちの少なくとも１つを
表しているか否かを判定するステップを含む
　請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　前記患者についての送信された前記取得された超音波画像は、前記取得された超音波画
像に関連する１つまたは複数の既知の特性を示す訓練データを含む
　請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記取得された超音波画像が正常な機能または特定の病変のどちらを示しているかを、
前記超音波画像知識に基づいて判定するステップをさらに含む
　請求項３２に記載の方法。
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【請求項３８】
　前記超音波撮像装置は、前記ハンドヘルドのプローブ内に動きセンサを有しており、か
つ、前記超音波撮像装置は、前記ハンドヘルドのプローブの位置及び向きを、前記動きセ
ンサの出力に基づいて判定するように構成されている
　請求項１に記載の超音波システム。
【請求項３９】
　前記超音波画像認識モジュールは、前記器官についての臨床的に望ましい見え方をユー
ザが取得することを、前記ハンドヘルドのプローブの位置及び向きに基づいて推奨された
プローブ動作を提供することによって支援するように構成されている
　請求項３８に記載の超音波システム。
【請求項４０】
　前記超音波撮像装置は、
　前記ハンドヘルドのプローブについての前記判定された位置及び向きにおいて取得され
た超音波画像が前記器官についての臨床的に望ましくない見え方を表すことを判定するよ
うに、そして
　前記器官についての臨床的の望ましい見え方を取得するために推奨されたプローブの動
きを提供するように
　構成されている請求項３８に記載の超音波システム。
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